
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

ストロボコントローラ（８）からの同期信号（２０）を入力すると共 デオカメラ（１
７）からのビデオ映像信号（１８）を入力

　 ビデオカメラ（１７）のシャッター速度（２
２）とストロボ発光部（１３）の発光とが同期されたビデオ映像信号（１８）のコマのみ
を同期ビデオ映像信号（２３）として出力 ことを特徴とするストロ
ボビデオ撮影装置。
【請求項２】
　ストロボビデオ同期装置（２４）に対し、ビデオカメラ（１７）のシャッター速度（２
２）の設定値を変更可能なシャッター速度設定器（２１）を接続した請求項１記載のスト
ロボビデオ撮影装置。
【請求項３】
　同期ビデオ映像信号（２３）を、制御装置（２５）を介してビデオデッキ（１９）に入
力するよう構成した請求項１又は２記載のストロボビデオ撮影装置。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ストロボビデオ撮影装置に関するものであり、より詳しくは、その場で鮮明な
ビデオ映像を得られるようにしたストロボビデオ撮影装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
高速で動く物体の瞬間的な映像を、静止画として撮影する装置として、従来よりストロボ
カメラがある。
【０００３】
上記ストロボカメラは、ストロボの発光とカメラによる撮影のタイミングとを同期させる
ことにより、高速で動く物体の瞬間的な映像を静止画として撮影させるようにするもので
ある。
【０００４】
しかるに、近年のビデオ技術の向上に伴い、高速で動く物体の瞬間的な映像をビデオ映像
として撮影し録画することが検討されている。
【０００５】
現在行われている、上記したようなビデオ映像を得る試みとしては、図２に示すようなも
のがある。
【０００６】
即ち、高速で動く物体１（ここでは、一例として船舶のプロペラ２を高速で動く物体１と
した場合について説明する）に対し同期検出信号３を得るための同期検出器４を取付け（
この場合には、プロペラ２のシャフト５にアルミ箔などの検出片６を取付けると共に、プ
ロペラ２のシャフト５へ向けてピックアップ７を取付けることにより同期検出器４を構成
させている）、同期検出器４からの同期検出信号３が入力されるストロボコントローラ８
を設ける。
【０００７】
そして、ストロボコントローラ８からのストロボ制御信号９が入力されるストロボ装置１
０を設け、ストロボ装置１０の電源系などを構成するストロボ本体１１からの発光用電力
１２により、高速で動く物体１へ向けて発光するストロボ発光部１３を設ける。
【０００８】
更に、ストロボコントローラ８からのカメラ制御信号１４を入力して高速で動く物体１を
撮影するスチールカメラ１５を設け、以上により、ストロボカメラ１６を構成する。
【０００９】
そして、上記ストロボカメラ１６とは別に、高速で動く物体１へ向けて、ＣＣＤカメラな
どのビデオカメラ１７を配置し、ビデオカメラ１７からのビデオ映像信号１８を録画する
ビデオデッキ１９を設ける。
【００１０】
かかる構成によれば、船舶のプロペラ２などの高速で動く物体１に取付けた、同期検出器
４のピックアップ７が、アルミ箔などの検出片６の通過によってプロペラ２のシャフト５
の周回を検知すると、同期検出器４は同期検出信号３を発生する。
【００１１】
こうして同期検出器４から発生された同期検出信号３は、ストロボコントローラ８へ入力
され、ストロボコントローラ８は、同期検出信号３に基づきストロボ装置１０の電源系な
どを構成するストロボ本体１１へストロボ制御信号９を送り、ストロボ本体１１からスト
ロボ発光部１３へ発光用電力１２を送らせ、高速で動く物体１へ向けてストロボ発光部１
３を発光させる。
【００１２】
同時に、ストロボコントローラ８は、同期検出信号３に基づきスチールカメラ１５へカメ
ラ制御信号１４を送り、スチールカメラ１５をストロボ発光部１３の発光と同期させて、
高速で動く物体１を静止画として撮影させる。
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【００１３】
これにより、プロペラ２が周回されるごとに同一位相のプロペラ２の姿が撮影され、撮影
したフィルムを現像することにより、プロペラ２によって発生したキャビテーションの状
態を静止画の連続写真として見ることができるようになる。
【００１４】
更に、ＣＣＤカメラなどのビデオカメラ１７が、高速で動く物体１のビデオ映像を撮影し
、ビデオカメラ１７からのビデオ映像信号１８がビデオデッキ１９で録画される。
【００１５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記したビデオカメラ１７のビデオ映像には、以下のような問題があった
。
【００１６】
即ち、ビデオカメラ１７には、メーカーや機種によって固有のシャッタースピードがある
ため、ビデオカメラ１７のシャッターがおりるタイミングとストロボ発光部１３が発光す
るタイミングとが完全に一致することが稀であり、得られたビデオ映像をビデオデッキ１
９で再生して見ると、真っ暗な映像となっていたりする。
【００１７】
そのため、得られたビデオ映像はそのまま使えず、後日、画像分析にかけるなどの手間を
掛けない限り、プロペラ２によってキャビテーションが発生する経過などを観察するのに
利用することができない。
【００１８】
本発明は、上述の実情に鑑み、その場で鮮明なビデオ映像を得られるようにしたストロボ
ビデオ撮影装置を提供することを目的とするものである。
【００１９】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、

ストロボコントローラ８から
の同期信号２０を入力すると共 デオカメラ１７からのビデオ映像信号１８を入力

　 ビデオカメラ１７のシャッター速度２２とストロ
ボ発光部１３の発光とが同期されたビデオ映像信号１８のコマのみを同期ビデオ映像信号
２３として出力 ことを特徴とするストロボビデオ撮影装置にかかる
ものである。
【００２０】
この場合において、ストロボビデオ同期装置２４に対し、ビデオカメラ１７のシャッター
速度２２の設定値を変更可能なシャッター速度設定器２１を接続するようにしても良い。
【００２１】
又、同期ビデオ映像信号２３を、制御装置２５を介してビデオデッキ１９に入力するよう
構成しても良い。
【００２２】
上記手段によれば、以下のような作用が得られる。
【００２３】
ストロボビデオ同期装置２４が、ストロボコントローラ８からの同期信号２０を入力する
と共に、ビデオカメラ１７からのビデオ映像信号１８を入力して、ビデオカメラ１７のシ
ャッター速度２２に基づき、ストロボ発光部１３の発光と同期されたビデオ映像信号１８
のコマのみを同期ビデオ映像信号２３として出力するようにする。
【００２４】
そして、ストロボビデオ同期装置２４からの同期ビデオ映像信号２３は、一旦、コンピュ
ータなどの制御装置２５へ入力され、制御装置２５のディスプレイに表示させつつビデオ
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デッキ１９でつなぎ録りさせるようにする。
【００２５】
その後は、適時、ビデオデッキ１９を再生させて映像をコンピュータなどの制御装置２５
のディスプレイなどに表示させたりし、必要があれば、映像をコンピュータなどの制御装
置２５に取込ませて、ファイル化したり、画像分析を行わせたりする。
【００２６】
　本発明によれば、

ストロ
ボビデオ同期装置２４を設けて、ストロボ発光部１３の発光と同期されたビデオ映像信号
１８のコマのみを同期ビデオ映像信号２３として出力させるようにすることにより、鮮明
なビデオ映像を得ることができる。
【００２７】
そして、鮮明なビデオ映像が得られるため、画像分析などを行わなくとも、その場で、高
速で動く物体１の様子を観察することができるので、高い有用性が得られる。
【００２８】
又、ビデオカメラ１７は、メーカーや機種などによって固有のシャッター速度があるのが
普通であるが、シャッター速度設定器２１にそのビデオカメラ１７のシャッター速度２２
を設定することにより、メーカーや機種などに拘らず、全てのビデオカメラ１７を使用さ
せるようにすることが可能となる。
【００２９】
更に、ストロボビデオ同期装置２４は、比較的構成が簡単であるため、安価に製作するこ
とが可能である。
【００３０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を、図示例と共に説明する。
【００３１】
図１は、本発明の実施の形態の一例である。
【００３２】
ストロボカメラ１６の基本的な構成については、図２と同様であるため、同一の部分につ
いては同一の符号を付すことにより説明を省略する。
【００３３】
　本発明では、

ストロボコントローラ８か
らの同期信号２０（同期検出器４からの同期検出信号３を直接入力するよう構成しても良
い）を入力すると共に、ビデオカメラ１７からのビデオ映像信号１８を入力

、シャッター速度設定器２
１に設定したビデオカメラ１７のシャッター速度２２に基づき、ストロボ発光部１３の発
光と同期されたビデオ映像信号１８のコマのみを同期ビデオ映像信号２３として出力する

。
【００３４】
そして、上記ストロボビデオ同期装置２４を、直接ビデオデッキ１９に接続させるように
しても良いが、本発明では、上記ストロボビデオ同期装置２４を、コンピュータなどの制
御装置２５へ入力し、制御装置２５に接続されたビデオデッキ１９やカラープリンタなど
の印字装置２６を制御させ得るように構成する。
【００３５】
次に、作動について説明する。
【００３６】
ストロボカメラ１６で、スチールカメラ１５をストロボ発光部１３の発光と同期させて高
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速で動く物体１を静止画として撮影させる過程については図２と同様なので説明を省略す
る。
【００３７】
本発明では、ストロボビデオ同期装置２４が、ストロボコントローラ８からの同期信号２
０（同期検出器４からの同期検出信号３を直接入力するよう構成しても良い）を入力する
と共に、ビデオカメラ１７からのビデオ映像信号１８を入力して、シャッター速度設定器
２１に設定したビデオカメラ１７のシャッター速度２２に基づき、ストロボ発光部１３の
発光と同期されたビデオ映像信号１８のコマのみを同期ビデオ映像信号２３として出力す
るようにする。
【００３８】
そして、ストロボビデオ同期装置２４からの同期ビデオ映像信号２３は、一旦、コンピュ
ータなどの制御装置２５へ入力され、制御装置２５のディスプレイに表示させつつビデオ
デッキ１９でつなぎ録りさせるようにする。
【００３９】
その後は、適時、ビデオデッキ１９を再生させて映像をコンピュータなどの制御装置２５
のディスプレイなどに表示させたりし、必要があれば、映像をコンピュータなどの制御装
置２５に取込ませて、ファイル化したり、画像分析を行わせたりし、更に、カラープリン
タなどの印字装置２６に印字させたりする。
【００４０】
　本発明によれば、

ストロ
ボビデオ同期装置２４を設けて、ストロボ発光部１３の発光と同期されたビデオ映像信号
１８のコマのみを同期ビデオ映像信号２３として出力させるようにすることにより、鮮明
なビデオ映像を得ることができる。
【００４１】
そして、鮮明なビデオ映像が得られるため、画像分析などを行わなくとも、その場で、高
速で動く物体１の様子を観察することができるので、高い有用性が得られる。
【００４２】
又、ビデオカメラ１７は、メーカーや機種などによって固有のシャッター速度があるのが
普通であるが、シャッター速度設定器２１にそのビデオカメラ１７のシャッター速度２２
を設定することにより、メーカーや機種などに拘らず、全てのビデオカメラ１７を使用さ
せるようにすることが可能となる。
【００４３】
更に、ストロボビデオ同期装置２４は、比較的構成が簡単であるため、安価に製作するこ
とが可能である。
【００４４】
以上の構成を、実船のプロペラ２を撮影するのに実際に使用した所、かなり鮮明なビデオ
映像が得られることが確認できた。しかも、コマ落ちさせているとは思えない程のスムー
ズな映像が得られることが確認できた。
【００４５】
そして、プロペラ２によってキャビテーションが発生する経過などをその場で観察するこ
とができたので、高い有用性も確認された。
【００４６】
尚、本発明は、上述の実施の形態にのみ限定されるものではなく、プロペラの撮影に限ら
ないこと、その他、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは
勿論である。
【００４７】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明のストロボビデオ撮影装置によれば、その場で鮮明なビデオ
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映像を得ることができるという優れた効果を奏し得る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態の一例の概略系統図である。
【図２】従来例の概略系統図である。
【符号の説明】
８　　ストロボコントローラ
１３　ストロボ発光部
１７　ビデオカメラ
１８　ビデオ映像信号
１９　ビデオデッキ
２０　同期信号
２１　シャッター速度設定器
２２　シャッター速度
２３　同期ビデオ映像信号
２４　ストロボビデオ同期装置
２５　制御装置
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